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現 場 説 明 書 

 

和歌山県住宅供給公社   

Ⅰ 工事概要 

 

  １ 本工事は、下記団地の樹木剪定等を行うものである。 

 ２ 受注者は、工事に先立ち団地自治会に工事の工程等を十分説明すること。 

 ３ 日曜、祝日は施工しないこと。 

 ４ 工事施工は、職業能力開発促進法による造園の技能士を有する者、又は同等以上

の能力と実績を有する者に施工させること。 

 

Ⅱ 一般事項 

 

 １ 工事施工上必要とする関係官公庁その他に対する諸手続は、受注者において適切

に処理すること。 

２ 工事施工に伴い入居者及び近隣から苦情や被害の訴えがあった場合は、適切に対

応するとともに、その旨、公社に報告すること。 

 ３ 団地における工事であるため、工事車両出入りについては、入居者の歩行及び通

行に注意するものとする。 

 ４ 団地内では喫煙マナーを徹底すること。 

 ５ 設計図書の数量は、参考であり各社にて積算すること。 

 

Ⅲ 対象団地 

 

団地名 所在地 

加太城ヶ崎団地 和歌山市加太１７４番地２ 

ラブリー松江団地 和歌山市松江北２丁目２番 

向団地 和歌山市向１９１番地 

北島団地 和歌山市北島４３３番地１ 

紀和駅団地 和歌山市中之島８０３番地９外 

広瀬団地 和歌山市広瀬中ノ丁２丁目８７番地 

堀止団地 和歌山市堀止東１丁目３番 

東長町団地 和歌山市東長町７丁目３５番地 

湊御殿第２団地 和歌山市湊御殿３丁目８番地２ 

菖蒲ヶ丘団地 和歌山市吉礼４３４番地２外 
 

 



　甲　号

　令和 ８ 年度　市住管　第 ２ 号

自　令和　　年　　月　　日

　工事期間

至　令和　　年　　月　　日

　工事日数 ６０　日

0 －）

但し　和歌山市向外　地内

　　　　　　　　

金　　0 －　　（内消費税

市 営 住 宅 樹 木 剪 定 等 工 事 設 計 書

和歌山県住宅供給公社　　



名　　　称 材　種　・　寸　法 数　量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

直接工事費

1 加太城ヶ崎団地 1 式

2 ラブリー松江団地 1 式

3 向団地 1 式

4 北島団地 1 式

5 紀和駅団地 1 式

6 広瀬団地 1 式

7 堀止団地 1 式

8 東長町団地 1 式

9 湊御殿第２団地 1 式

10 菖蒲ヶ丘団地 1 式

11 剪定木等処分 1 式

和歌山県住宅供給公社



名　　　称 材　種　・　寸　法 数　量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

直接工事費計

　　共通仮設費 1 式

　共通仮設費計

純工事費計

　現場管理費 1 式

工事原価計

　一般管理費 1 式

工事価格

　消費税相当額 1 式

工事費計

和歌山県住宅供給公社



名　　　称 材　種　・　寸　法 数　量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

1 加太城ヶ崎団地

樹木剪定

樹木剪定 　幹周30cm以上60cm未満 4 本

樹木剪定 　幹周30cm未満 1 本

防除

樹木 　幹周60cm未満 3 本

2 ラブリー松江団地

樹木剪定

1

樹木剪定 　幹周90cm以上120cm未満 1 本

1

樹木剪定 　幹周60cm以上90cm未満 1 本

1
樹木剪定 　幹周30cm以上60cm未満 15 本

1
樹木剪定 　幹周30cm以上60cm未満 14 本

206

寄植え 206 ㎡

0
伐採 　幹周25cm以上40cm未満 2 本

206
伐採 　幹周15cm以上25cm未満 1 本

206
撤去 　二脚鳥居添木無 14 本

和歌山県住宅供給公社



名　　　称 材　種　・　寸　法 数　量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要
0

撤去 　二脚鳥居添木付 4 本

防除

#REF!

樹木 　幹周60cm以上120cm未満 2 本

#REF!

樹木 　幹周60cm未満 15 本

#REF!

寄植え 206 ㎡

3 向団地

樹木剪定

11

樹木剪定 　幹周90cm以上120cm未満 12 本

4

樹木剪定 　幹周60cm以上90cm未満 7 本

58

樹木剪定 　幹周30cm以上60cm未満 49 本

43

樹木剪定 　幹周30cm未満 39 本

0
伐採 　幹周25cm以上40cm未満 9 本

0
伐採 　幹周40cm以上60cm未満 3 本

0
撤去 　二脚鳥居添木無 1 本

防除

#REF!
樹木 　幹周60cm以上120cm未満 19 本

和歌山県住宅供給公社



名　　　称 材　種　・　寸　法 数　量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要
#REF!

樹木 　幹周60cm未満 85 本

4 北島団地

樹木剪定

18

樹木剪定 　幹周90cm以上120cm未満 5 本

22

樹木剪定 　幹周60cm以上90cm未満 9 本

18

樹木剪定 　幹周30cm以上60cm未満 27 本

22

樹木剪定 　幹周30cm未満 12 本

0
伐採 　幹周25cm以上40cm未満 4 本

0
撤去 　二脚鳥居添木無 11 本

17
撤去 　二脚鳥居添木付 3 本

防除

#REF!

樹木 　幹周60cm以上120cm未満 14 本

#REF!

樹木 　幹周60cm未満 33 本

5 紀和駅団地

樹木剪定

11
樹木剪定 　幹周90cm以上120cm未満 10 本

和歌山県住宅供給公社



名　　　称 材　種　・　寸　法 数　量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要
3

樹木剪定 　幹周60cm以上90cm未満 3 本

13

樹木剪定 　幹周30cm以上60cm未満 55 本

16

樹木剪定 　幹周30cm未満 45 本

206
伐採 　幹周90cm以上120cm未満 1 本

防除

14

樹木 　幹周60cm以上120cm未満 13 本

0

樹木 　幹周60cm未満 27 本

6 広瀬団地

樹木剪定

2

樹木剪定 　幹周90cm以上120cm未満 2 本

6

樹木剪定 　幹周30cm以上60cm未満 9 本

0

樹木剪定 　幹周30cm未満 6 本

防除

#REF!

樹木 　幹周60cm以上120cm未満 2 本

#REF!

樹木 　幹周60cm未満 10 本

7 堀止団地

和歌山県住宅供給公社



名　　　称 材　種　・　寸　法 数　量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

樹木剪定

3

樹木剪定 　幹周90cm以上120cm未満 3 本

防除

#REF!

樹木 　幹周60cm以上120cm未満 3 本

8 東長町団地

樹木剪定

#REF!

樹木剪定 　幹周30cm以上60cm未満 8 本

62

樹木剪定 　幹周30cm未満 2 本

9 湊御殿第２団地

樹木剪定

10

樹木剪定 　幹周30～60cm未満 3 本

0

樹木剪定 　幹周30cm未満 8 本

防除

0

樹木 　幹周60cm未満 4 本

10 菖蒲ヶ丘団地

樹木剪定

和歌山県住宅供給公社



名　　　称 材　種　・　寸　法 数　量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要
2

樹木剪定 　幹周90cm以上120cm未満 2 本

0

樹木剪定 　幹周60cm以上90cm未満 3 本

7

樹木剪定 　幹周30cm以上60cm未満 5 本

0

樹木剪定 　幹周30cm未満 3 本

寄植え 256 ㎡

公園フェンス清掃 85 ｍ

防除

樹木 　幹周60cm以上120cm未満 5 本

13

樹木 　幹周60cm未満 10 本

寄植え 256 ㎡

11 剪定木等処分

49.9

発生材運搬費 6.7 ｍ3

29,940

処分費 　青岸ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ 4,000 kg

和歌山県住宅供給公社



寄植え剪定

ラブリー松江団地
公園 L22.5×H2.5×2　+　H2.5×W1.0×2　+　L22.5×W1.0 140.0
北側 L15.0×H3.0　+　H3.0×W1.0×2　+　L15.0×W1.0 66.0

計 206.0

菖蒲ケ丘団地
公園 　L15×H(1.0+1.0)＆Ｗ(1.0+1.0) 控除 (H1.0+W1.0)×4×2.0 44.0

　L25×H(1.0+1.0)＆W(1.0+1.0) 控除 (H1.0+W1.0)×6×2.0 76.0
　L20×H(1.0+1.0)＆Ｗ(1.0+1.0) 控除 (H1.0+W1.0)×5×2.0 60.0
　L25×H(1.0+1.0)＆W(1.0+1.0) 控除 (H1.0+W1.0)×6×2.0 76.0

計 256.0

フェンス清掃

菖蒲ケ丘団地

公園 　L15 15.0

　L25 25.0

　L20 20.0

　L25 25.0

計 85.0



特 記 工 事 仕 様 書 
 
１．準備について 

(1) 現場代理人届、作業工程表を作成し、公社と打合せの上、当該団地自治会等に連

絡すること。 
(2) 入居者への通知 

作業開始 1 週間前までに公社担当者と打合せの上、当該団地掲示板に実施日時、

目的及び内容の掲示を行うこと。 
(3) 作業員の服装 

作業に従事する者は、受注者の正規の服装とし、胸に社名と名札を付けること。 
 
２．工事内容について 

(1) 団地内の樹木の防除 
(2) 団地内の樹木の剪定及び剪定枝の撤去処分 
(3) 剪定樹木周辺の空き缶等投棄物の撤去処分 
(4) その他公社担当者が特に指示した工事 

 
３．施工について 

(1) サクラの剪定の場合は、枝張りを整えた後、切り口を必ず防腐処理すること。 
(2) 剪定は特記なき限り樹高３ｍ程度（枝を含む）に剪定し、枝張りを整えること。 
(3) 伐採木の切り株は後処理をすること。 
(4) 敷地境界周辺、建物周辺、防犯灯、電線周辺及び道路（通路を含む）の樹木は十

分に切り込むこと。（周辺への障害等が発生しないようにすること） 
(5) 作業後、空き缶等が落ちていた場合は収集、処分すること。 
(6) 工事写真は施工前、施工中、施工後を撮影すること。 
(7) 工事に使用する器具等は、受注者が十分注意の上、保管し放置しないこと。 
(8) 剪定枝等は速やかに収集し、放置しないこと。 
(9) 剪定枝等を仮置（３０分程度）きする場合は、風等により周辺に飛散しないよう

シート等を掛けるなど十分注意を払うこと。 
(10) 剪定枝等は適切な方法により場外処分すること。（和歌山市エネルギーセンター等

処分場） 
なお、処分費については最終精算を行う。（処分場の受入伝票等提出すること） 

(11) 高所作業車使用時は入居者の歩行等に十分注意し、安全管理の徹底を図ること。 
(12) 作業時、団地内構造物及び施設に損傷を与えた場合は、受注者の責により原形に

復旧すること。 
(13) 駐車場周辺においては、自動車等に損傷を与えないようにシート等により養生を

行うこと。 
(14) 施工時期について調整している団地があるため、公社担当者の指示に従い施工す

ること。 



(15) その他内容については公社担当者と十分打合せの上、施工すること。 
 
４．安全対策について 

(1) 作業中は必ずヘルメットを着用すること。 
(2) 作業中は、剪定枝等が飛散しないよう十分注意すること。 
(3) 作業員の安全に注意すること。 
(4) 必要に応じ、バリケード等により安全対策を行うこと。 
(5) 入居者（特に子供、高齢者等）の通行には十分注意を払い、通行中は作業を中止、

又は同行する等の配慮を行うこと 
 
５．入居者への対応について 

(1) 当該作業により、入居者に迷惑をかけてはならない。 
万一、入居者と紛争が生じた場合は、受注者の責によりこれを解決し、公社担当

者に報告すること。 
(2) 作業中は歩行者等の妨げにならないように十分注意すること。 
(3) 子供の通学時、または公園周辺での作業にあっては安全に十分注意すること。 
(4) 駐車場施設周辺で作業する場合は駐車中の自動車等に十分注意すること。 

万一、自動車に損傷を与えた場合は、受注者の責によりこれを解決すること。 
(5) 入居者から説明を求められた場合等の対応は、親切丁寧な態度で接すること。 

 
６．工事完了報告について 

(1) 完成通知書、実施工程表を作成の上、提出すること。 
(2) 工事写真 

入居者への工事通知文書（掲示板に掲示した写真） 
工事施工前、施工中、施工後の写真＝全団地 
（原則として同じ場所で撮影する。撮影場所が判別できるものとする。） 
処分物の積込、および処分先の荷卸写真 

(3) 処分についての書類 
処分業者との契約書及び処分場の許可証（写し） 
運搬業者との契約書及び運搬業者と運搬車両の許可証（写し） 
但し、和歌山市エネルギーセンター等市町村の施設で処分する場合、上記 2 項目

は提出不要 
処分場の受入伝票（写し） 

(4)  竣工図 
 
７．その他事項 

上記に記載のない事項については、質疑書等の提出を行い公社担当者と協議を行う。 



工 事 名 称 図 面 名 称 縮 尺 図 面 番 号 年 月 日

項　目 特　記　事　項
特 記 仕 様 書 下記のものを監督員にアルバム等に整理のうえ提出のこと。

撮影方法等は建設大臣官房庁営繕部監修「工事写真の撮り方 改定第２版 建築編」による。

 同　上廃材荷載時運搬車両

部数撮影枚数分類　企画

 同　上

着工前 カラーサービス版 監督員の指示による

工事中

行　程

廃材区分

 同　上  同　上

 同　上  同　上

 同　上

 同　上  同　上

区　分

完　了

 同　上

建設リサイクル法　　※　適用する　　　・　適用しない

・ 引渡し要（　　　　　　　　）　・ 引渡し不要

上記以外については関係法令に基づき適正に処分を行うこと。

特別管理産業廃棄物　　品名及び処理方法　　・　有（　　　　）　　　・　無

有価発生材は特記なき限り、撤去工事費から、有価発生材の見積価格を控除する方法によって請負

業者が引き取ること。

10 工事の記録 [標,改1.2.4]

11 発生材の処理 [標,改1.3.8]

工事着手にあたり、監督員と事前に打合せを行い安全管理及び公害（騒音、振動、塵埃等）対策を

十分検討すること。また、第三者からの苦情の申し出等があった場合は、延滞なくその内容につい

て監督員に報告し、その指示に従うこと。

工事着工前に周辺建物、道路・工作物及び地下埋設物等の事前調査を行い、各地中埋設物の管理者

と協議のうえ、指導に基づき必要な諸手続きを延滞なく行うとともに、安全管理には万全の処置を

とめること。

万一破損が生じた場合は早急に対処し、処理にあたること。

12 安全維持管理

13 現況調査

　　　　　ル製品」』と記載の無いものであって、県内に本社、本店のある代理店等から調達したもの。

　　　　　（以下「単価表等」）に『県産品建設資材』または『県産品の「和歌山県認定リサイク

　　　　　県産品建設資材で調達できない、もしくは仕様書中の「単価表」「仕様材料一覧表」等

　　　　　県内調達資材とは以下に該当するものをいう。

　　（４）県内で生産された素材が大部分を占める建設資材または製品。

　　（３）紀州材認証システムにより認定された「紀州材」。

　　（２）県内の工場で大部分の工程が施されている建設資材または製品。

　　（１）県内に主たる事務所を置き製造業を営む企業、組合等の建設資材または製品。

　　なお、県産品建設資材とは以下のいずれかに該当するものをいう。

　　ならない。

２．請負者は、工事資材調達に際し、県産品建設資材及び県内調達資材の優先使用に努めなければ

　　して県内に本社、本店を有する建設業者とするよう努めなければならない。

１．請負者は、下請け金額及び下請次数に関わらず、下請契約を締結する場合には、当該契約先と

17 躯体貫通部共通事項

注2) 躯体貫通時にはレ－ダ－探査を行い、鉄筋を切断することのないように施工すること。

県土木工事共通仕様書」第１編第１章第44について遵守すること。

14 完成図等 [標1.7][改1.8]

15 過積載による違法運行の防止

16 県内調達に関する事項

注1) 躯体貫通部はダイヤモンドカッタ－によるものとする。(貫通位置は、３Ｄ以上あけること)

　　れます。）

　　県認定リサイクル製品」の使用に努めること。（なお、この場合は工事評定の際に加点評価さ

　　また、「仕様書等」に記載のない資材についても、「県産品建設資材」及び県産品の「和歌山

　　他の同等の製品に設計変更することができる。

　　となる場合及び入手困難等、請負者の責によらない真にやむを得ない場合は監督員と協議の上、

　　に『県産品建設資材』又は『県産品の「和歌山県認定リサイクル製品」』と記載のあるものに

４．本工事に用いる資材について、仕様書中の「単価表」「使用資材一覧表」等（以下「単価表等」）

　　　　　（設計図書に明記されていない資材については除く）

　　（２）設計図書に明記された工事材料に県産品建設資材及び県内調達資材以外を使用。

　　（１）県内に本社、本店を有しない建設業者と下請契約を締結（２次下請以降も全て）

３．請負者は、以下に該当する場合は、理由を明記した調達調書を提出しなければならない。

１ 官公署,その他への手続き 工事施工上　必要な諸願(各設備廃止届も含む)、手続きは速やかに行い、作業に支障を来さないこ

と。(その費用は全て請負者の負担とする。)[標,改1.1.3]

※  要（ 期間　・　完成工期まで　　・　完成工期＋1カ月まで)　　・  不要

CORINS　・ 登録する(財団法人日本建設情報総合センターの発行する「工事実績データ受領書」の

　　　　　 写しを監督員に提出すること)

　　　　・ 登録を要しない

[標,改1.1.4]

建設業法によること

[標,改1.1.5]

５ 施工計画書 [標,改1.2.2]

建設業法によること

建設業法によること

※　提出する（現場組織表 様式１、２　・施工要領書共記載する）　　・　不要

３ 工事実績情報の登録

４ 施工体制台帳及び施工体系図

７ 下請負人を定める場合

８ 主任技術者・監理技術者の設置

・ 要　　　・ 不要

　 について

現場代理人、主任（監理）技術者においては、現場での責任者の明確化を図るため、腕章を着用す

ること。( 和歌山県土木請負必携（２葉の２）１０－１３参照)

９ 現場における責任者の明確化

項　目

１．

２．

　　ついては、同製品の中から選定し使用するものとする。ただし、該当する認定製品が１社のみ

8
5

1
2

360

3
6
.
5

3
6
.
5

○　　○　　建　　設

現　　場　　代　　理　　人

360

8
5

1
2
3
6
.
5

3
6
.
5

○　　○　　建　　設

主 任 (　監 理　) 技 術 者

黒色 　黄色

黒色　黄色

現場代理人、主任（監　理）技術者用腕章図

no n e

特　記　事　項

６ 電気保安技術者 [標,改1.3.3]

工 事 特 記 仕 様 書 　 １

３．

２ 工事保険等の加入

工 事 仕 様
適用図書等の優先順位

工事の施工するに当たっては、質問回答書、現場説明書、特記仕様書、図面、標準仕様書の順に従って行うこととする。

図面及び特記仕様に記載されていない事項はすべて和歌山県土木工事共通仕様書による。

特記仕様

（1）特記事項は　○印のついたものを適用する。

　　　　　 　　　○印のない場合は　※印のあるのを適用する。

 　　　　　　　　・と　※の両方に○がついている場合は共に適用する。

 　　　　　　　　　　　　印で抹消した部分については適用しない。

 

材料一覧表（使用材料の製品名・品番等を全て記入すること）

積載重量制限を越えて工事用資機材及び土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと等「和歌山

講じて施工すること。また、既存樹木については、監督員と協議のうえ、その指示に従い保護につ

完成図：　※ 要　　　・ 不要

Ａ３版二つ折り白焼き製本：1部

保全に関する資料：　※ 要（ 1　部）　　・ 不要

１．一般事項

２

２

２

２

２

２



工 事 名 称 図 面 名 称 縮 尺 図 面 番 号 年 月 日

項　目

外部足場　　種別　※Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・安全手摺

当該工事に用いる枠組足場は、「手すり先行工法に関するガイドライン(厚生労働省・平成15年4月）」

を適用し、「手すり先行工法による足場設置基準」に基づく方式(下記のいずれかの方式）とする。

※手すり先行工法の種類

ア）手すり先送り方式　　　イ）手すり据置き方式　　　ウ）手すり先行専用足場方式

（注）改善措置機材による場合も含め、手すり先行以外に、少なくとも二段手すりと幅木の機能を

・足場養生     ・養生シート

［改2.2.1］

［改2.2.1］

有するものとし、「働きやすい安心感のある足場の基準」を満たしたものとすること。

※別図仮設計画図による　　　　・現場説明による
２．仮設工事
１ 仮囲い、仮設間仕切りの範囲

２ 足場その他

［改2.3.1］

設置場所は監督員指示による。

３ 養生

４ 仮設建物

既存埋設等の盛り替え又は周辺部の掘削において、施設管理者と協議のうえ、危険が伴うと判断し

た時は、関係回路の電源を遮断、元栓を閉め工事を行うこと。

請負にかかる主任技術者は必ず立会い指導を行うこと。なお、当該施工について資格を要する場合

は、有資格者による施工又は立会い指導を行うこと。

また、時間帯及び日程の協議を行い、施工時は必ず施設管理者の立会いを受けること。

・ 山砂の類　　　　　・ 根切り土の中の良質土

・ 構内敷ならし　　　　　・ 構内指定場所の堆積

・ 構外搬出　「建設発生土の処分指定に関する要綱」に基づく指定処分場

２ 埋 戻 し 土

３ 残 土 処 分

３．土工事
１ 掘　削

・ 他現場の建設発生土の中の良質土

様式１

施工計画書　現場組織表

　　　　　　夜間　○○○-○○○-○○○○

主任(監理)技術者

（　氏　　名　）

現 場 代 理 人

（　氏　　名　）

出来形管理係

工程管理係

品質管理係

写真管理係

事務係

機械係

労務係

資材係

測量係

（氏　　名 ）

（氏　　名 ）

（氏　　名 ）

（氏　　名 ）

（氏　　名 ）

（氏　　名 ）

（氏　　名 ）

（氏　　名 ）

（氏　　名 ）

　　連絡先　昼間　○○○-○○○-○○○○

　　連絡先　昼間　○○○-○○○-○○○○
　　　　　　夜間　○○○-○○○-○○○○

【写真貼添付欄 】

【写真貼添付欄 】

現場組織表は、工事の規模、内容により必要な担当者を定め、施工に関する責任の範囲が明らかになるように作成し、

監督員に提出しなければならない。

【　注意事項　】

１．添付する写真は、縦3cm、横2.5cm程度の大きさとし、顔が判別できるものとする。

２．カラーコピー、もしくはデジタルカメラ写真を印刷したものでもよい。

３．下請負契約がある場合、写真は様式２に添付するものとし、該当様式１では、省略できるものとする。

添付書類として下請契約書（写）（１次、２次下請以降もすべて）を添付のこと。

工事における施工分担を把握できるように作成し監督員に提出しなければならない。

下請契約がある場合においては、各下請人の施工分担関係を明確にするとともに、工事に携わる関係者全員が

専　任　・　非　専　任

専　任　・　非　専　任

専　任　・　非　専　任

専　任　・　非　専　任

『専任のみ』

『専任のみ』

『専任のみ』

元請会社名

下請負金額

主任技術者名

元請会社名

現場代理人名

許可番号

許可番号

主任(監理)技術者名

許可番号

会社名

下請負金額

主任技術者名

許可番号

工期

会社名

下請負金額

主任技術者名

許可番号

工期

会社名

専　任　・　非　専　任

専　任　・　非　専　任

専　任　・　非　専　任

『専任のみ』

『専任のみ』

『専任のみ』

下請負金額

主任技術者名

許可番号

工期

会社名

下請負金額

主任技術者名

許可番号

工期

会社名

下請負金額

主任技術者名

許可番号

工期

会社名

施工計画書　現場組織表

工期

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

【写真貼添付欄 】

【写真貼添付欄 】

【写真貼添付欄 】【写真貼添付欄 】

【写真貼添付欄 】【写真貼添付欄 】

【写真貼添付欄 】【写真貼添付欄 】

様式２

【　注意事項　】

１．全ての下請負契約書（写）を添付の事。

２．下請負者の主任技術者の写真は専任の場合のみ添付の事。

３．添付する写真は、縦 3cm  横 2.5cm 程度の大きさとし、顔が判別できるものとする。

４．カラーコピー、もしくはデジタルカメラ写真を印刷したものでもよい。

５．A3版で作成したものでもよい。

no n e

特　記　事　項

既存部分の養生

内部改修を行わない室の部分については床合板養生t=9.0のうえビニールシート敷とする。

・便所（大・小）

工 事 特 記 仕 様 書 　 ２

内部足場　  種別　※脚立、足場板等　　・単管本足場　　・枠組足場



Ｎ

駐
輪
場 駐

輪
場

LPG庫

駐
輪
場

汚水処理施設

受水槽

集会所

幼児遊園

１号棟

倉庫
２号棟

３号棟 駐
輪
場

駐輪場

図面番号ＳＣＡＬＥ

用紙サイズ

図面名称

団地名

Ａ３ 加太城ケ崎団地

配置図

モ

伐採　

（消毒：いぶき以外対象）

サ

凡例

対象外樹木（低木）

イ イ イ

イ

すそ H=0.5m

消毒（幹周６０ｃｍ未満）　　　　　　　　３本

サ

剪定（幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満を示す）　　４本

剪定（幹周３０ｃｍ未満を示す）　　　　　　　　１本

イ

イ

イ

イ

いぶき仕上げ



受水槽受水槽

ポ
ン
プ
室

ゴ
ミ
置
場

電気室

集会所

ゴミ置場

二輪置場

二輪置場 二輪置場

防火水槽

幼児公園広場

立体駐車場

二輪置場

合
併
浄
化
槽

②

イ

イ

イ

イ

イ

イ

イ

ＳＣＡＬＥ

用紙サイズ

図面名称

団地名

図面番号

ラブリー松江団地

配置図

イ

イ

イ

イ

イ

凡例

対象外樹木

剪定（幹周９０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満を示す）　１本

剪定（幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満を示す）　　１本

（消毒：いぶき以外対象）

消毒（寄植え）　　　　　　　　　　　　２箇所

消毒（幹周６０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満）　２本

寄植え剪定　　　　　　　　　　　　　　２箇所

支柱撤去：　支

イ

③ ③ ③

③

②

25～40

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

剪定（幹周３０ｃｍ未満を示す）　　　　１４本いぶき仕上げ
　すそＨ＝0.5ｍ

③　　撤去二脚鳥居添木付：　　４箇所

②　　撤去二脚鳥居添木無：　１４箇所

剪定（幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満を示す）　１５本

消毒（幹周６０ｃｍ未満）　　　　　　　１５本

25～40

15-25

25～40：2本

15～25：1本
伐採　　　　　　　３本
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（消毒：いぶき以外対象）

凡例

対象外樹木

伐採　　　　　　　　　　　１２本

剪定（幹周３０ｃｍ未満を示す）　　　　　　　　３９本

剪定（幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満を示す）　　４９本

剪定（幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満を示す）　　　７本

剪定（幹周９０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満を示す）　１２本

消毒（幹周６０ｃｍ未満）　　　　　　　　８５本

消毒（幹周６０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満）　１９本
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25～40

25～40

40～60

40～60

②

25～40

25～40

25～40

40～60

25～40

25～40

25～40

25～40

H=4.0ｍ

40～60：３本

25～40：９本

②　撤去二脚鳥居添木無を示す　　　１箇所　　　　　　　　　　

図面番号

向　団地
団地名

Ａ３

用紙サイズ

ＳＣＡＬＥ 図面名称 団地全体配置図



駐輪場

駐車場

幼児公園

ポンプ室

電気室
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

倉庫

ゴミ置場

受水槽

浄化槽
倉庫

駐輪場

防火水槽

集会所

凡例

対象外樹木（低木）

（消毒：いぶき以外対象）

消毒（幹周６０ｃｍ未満）　　　　　　　　３３本

消毒（幹周６０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満）　１４本

剪定（幹周９０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満を示す）　５本

剪定（幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満を示す）　　９本

剪定（幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満を示す）　２７本

いぶき仕上げ
すそ　H=0.5ｍ

②

②

②

②

③　　撤去二脚鳥居添木付を示す　　　　　３箇所

②　　撤去二脚鳥居添木無を示す　　　　１１箇所

剪定（３０ｃｍ未満を示す）　　　　　　　　　１２本

②

②②

② ②②

③

③

③

伐採　　　　　　　　４本

②

25-40：4本

25-40

25-40
②
25-40

25-40

イ イ

イ

イ

イ

ク
イイ

イ

イ
イ

イイ

クイイ

ク

ク
イ

イ

ＳＣＡＳＬＥ 図面名称 図面番号

用紙サイズ 団地名
Ａ3 北島団地

配置図

Ｎ
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5棟

6棟 7棟
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変電設
備

Ｇ
駐輪場
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駐輪場

Ｇ
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Ｇ Ｇ

駐
輪
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駐
輪
場

Ｇ

集会所

駐輪場

駐輪場

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

受水槽
受水槽

受水槽

駐輪場

Ｇ

Ｇ

駐輪場
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B
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42号
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61号
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J
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0
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M
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M
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M 0
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N002N001

N003 N004 N005

N006 N007
N008 N009

N010 自治会

N011 N012 N013 N014 N015

7棟

駐輪場

沈殿槽

浄化槽

凡例

（消毒：いぶき以外対象）

寄植え剪定　

支 支柱撤去を示す

剪定（幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満を示す）　　　３本

剪定（幹周３０ｃｍ未満を示す）　　　　　　　　４５本

②

②

②　　撤去二脚鳥居添木無を示す　　　　２箇所

剪定（幹周９０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満を示す）　１０本

剪定（幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満を示す）　　５５本

消毒（幹周６０ｃｍ未満）　　　　　　　　　　２７本

伐採　　　　　　　　１本

剪定対象外樹木(低木)

消毒（幹周６０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満）　　　１３本

90-120：1本

90-120
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イ
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キ
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モ

イ

モ ク
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イ イ

キ
キア

イ

ク

イ

イイ

イ

イ

キ

紀和駅団地

図面番号
団地全体配置図

図面名称ＳＣＡＳＬＥ

Ａ3
団地名用紙サイズ

Ｎ



Ｎ

ゴ
ミ置
場

防
火水
槽

電気室

集
会
所

駐
輪
場

駐
輪
場

受
水槽

ポン
プ
室

公園
洗い場

凡例

対象外樹木(低木)

キ キ キ

剪定（幹周９０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満を示す）　２本

剪定（幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満を示す）　　９本

剪定（幹周３０ｃｍ未満を示す）　　　　　　　　６本

剪定（幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満を示す）　　

消毒（幹周６０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満）　　　２本

（消毒：いぶき以外対象）

消毒（幹周６０ｃｍ未満）　　　　　　　　　１０本

モ

ク

ク

キ モ

モ

モ

キモ

イ

イ

イ

イ

イ

ＳＣＡＳＬＥ 図面名称 図面番号

用紙サイズ 団地名
Ａ3 広瀬団地

配置図



ﾎﾟﾝﾌﾟ室

受水槽ゴ
ミ
置
場

花壇 花壇

花壇

花壇 花壇

駐車区画

花壇

駐車区画

駐輪場

駐輪場

駐輪場

集会所駐輪場

軽　駐車区画

1 2 3 4 11 12 13 156 7 10 1614985

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

来客用
来客用

花壇

Ｎ

ｸ
ｸ ｸ

凡例

剪定（幹周３０ｃｍ未満を示す）　

消毒（幹周６０ｃｍ未満）

（消毒：いぶき以外対象）

消毒（幹周６０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満）　３本 

対象外樹木（低木）　

剪定（幹周６０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満を示す）　３本 

剪定（幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満を示す）

剪定（幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満を示す）　

ＳＣＡＬＥ

用紙

図面名

団地名 堀止団地

配　置　図
図面番号



自転車置場

幼児遊園

ゴミ置き場

浄化槽

ﾎﾟﾝﾌﾟ室 電気室

受水槽

自転車置場

凡例

対象外樹木

消毒（幹周６０ｃｍ未満）　

剪定（幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満を示す）　　８本

剪定（幹周３０ｃｍ未満を示す）　　　　　　　　２本

イ
イ

イ

イイ

イ

（消毒：いぶき以外対象）

イ

イ イ

イ

伐採樹木　　　　

イブキ：すそ仕上げ　H＝1.0ｍ

ＳＣＡＳＬＥ 図面名称 図面番号

用紙サイズ 団地名
Ａ3 東長町団地

配置図



二輪置場

ゴ
ミ
置
場

二輪置場

二
輪
置
場

ポ
ン
プ
室

ポ
ン
プ
室

1234

5678910121314151617181920212223242526

34
33

3
2

3
1

30
29

2
8

2
7

35

受水槽

11

（障害者向け住宅専用）

(3) (2) (1)(5) (4)

凡例

対象外樹木

消毒（幹周６０ｃｍ未満）　　　　　　４本

（消毒：いぶき以外対象）

剪定（幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満を示す）　３本

剪定（幹周３０ｃｍ未満を示す）　　　　　　　８本

イ イイイイ イ イ

イブキ　すそ仕上げH=0.5m

ＳＣＡＬＥ

用紙サイズ

図面名称

配置図

団地名

湊御殿第２団地

図面番号
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イ
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イ

イ

イ

イ

イ

イ

凡例

対象外樹木(低木)

消毒（幹周６０ｃｍ未満）　　　　　　　１０本

消毒（幹周６０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満）　５本

剪定（幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満を示す）　　５本

剪定（幹周３０ｃｍ未満を示す）　　　　　　　　３本

剪定（幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満を示す）　　３本

剪定（幹周９０～１２０ｃｍ未満を示す）　　　　２本

伐採

消毒（寄植え）　　　　　　　　　　　　２箇所

寄植え剪定　　　　　　　　　　　　　　２箇所

消毒

サ

（消毒：いぶき以外対象）

消毒

消毒

消毒

消毒

消毒

サ

消毒

ＳＣＡＳＬＥ

用紙サイズ
Ａ3

団地名

図面名称
Ｂ棟全体配置図

菖蒲ケ丘団地

図面番号

Ｎ


